
 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもお世話になります。先日、近所の子どもに「フトンがふっとんだ！」と叫ばれて、つい笑ってしまい

ました。我々が子どもの頃に使い古した駄洒落がいまだに生き残っているのは驚きです。今の子どもたちに

残してやれるものが定番のオヤジギャグだけにならないよう、大人は腹を据えて頑張らないといけませんね。

 

 

 

 

 

 

 

 

「もりおうがい」と言えば「舞姫」「高瀬舟」などを思い出す人

は、もはや古いかも。ギャルに人気のトップを妙に大きくした

ヘアスタイルを「盛（も）りヘア」と呼びますが、この盛りヘアが男子にも広がってい

ます。その名がなんと「盛王ＧＵＹ（もりおうがい）」。トップを盛り上げるだけ盛り上

げた盛りヘアのキング。だから、盛王ＧＵＹ。くだらないダジャレのようですが、この

年代をターゲットにするならば、彼らのこのような感覚を知っておくことも大切ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の商売のヒント：【あえて非効率のススメ】 
 
忙しがる人に限って、書棚に「超●●法」とか「■■有効活用術」の類がずらり 

と並んでいる――。これは気のせいでしょうか。不思議なもので、本当に忙しい 

人は「忙しい」とはまず言いません。忙しがっている人は多分、的を絞ることが 

少し苦手なのではないでしょうか。なぜなら、いつまで経っても忙しさの中身が 

変わっていないからです。コレをしながらアレもソレも一緒にできる。現代人は 

「同時進行」が大好きです。効率重視は現代社会を戦っていく一種の武器である 

かのような風潮に多くの人は疑問を持ちません。しかし中には、あえて非効率なやり方で商売を成功させて

いる経営者たちもいます。「アイビー・リー２万５千ドルのアイデア」にピンとくる方は、効率を 50％アップ

させる非効率な方法を実践されているのかもしれません。ある社長がアイビー・リーに相談を持ちかけまし

た。「やらなきゃいけない仕事が多すぎて、何から手をつけていいのか分からない」。アイビー・リーは、能

率アップを指南する専門家です。彼は１枚のカードにあるアドバイスを添えて社長に渡しました。数ヶ月後、

「これほど効果のあるアドバイスを受けたことはありません」というお礼の手紙と一緒に、その社長からア

イビー・リーに２万５千ドルの小切手が届いたそうです。アイビー・リーのアドバイスは実に単純なもので

した。「毎日やるべき仕事を６つ挙げて優先順位をつけ、１番から順に取り組む。その日のうちに全部できな

くても気にしない。その夜に明日やるべきことを６つ挙げて優先順位をつけ、翌日また１番からやっていく。

これを毎日、とにかく１ヶ月続けてください」。やるべきことを毎日確実に続ける――。 

効率好きな人には地味すぎるほどシンプルなやり方でしょう。でも、効率を 

追い求めながらも相変わらず「忙しい」と言っている矛盾に、そろそろ気づ 

くときだろうと思います。試しに１ヶ月間、真剣に“非効率”をやってみる 

価値はあります。それで成果が出たら、社員やご家族に食事でもご馳走して 

みてください。仕事の効率と一緒にあなたの株もきっと上がることでしょう。



 

 

 

 

 

 

 

 

公私ともに変化の多い

月です。急な予定変更

が起きても、あわてず

落ち着いて対処すれば

スムーズにいきます。 

手間がかかるわりに実

益に結びつかない仕事

が増えそうですが、嫌

な顔をせずに前向きに

行うと吉となります！ 

粘り強く対処すれば、

次第に明るい兆が見え

てきます。“根気よく”

を心がけると、思わぬ

成果を手にするかも！

貯蓄への感心が高まり

そうです。でも、増や

すことより出費を抑え

ることに目を向けた方

がさらに貯まります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宝くじで３億円を手に！では、支払う税金はいくら？】

 
年末ジャンボ宝くじの発売時期になると、長い行列をつくっている

宝くじ売場を見かけることもしばしばあります。列を作っている人

たちは「もし、宝くじで３億円を手にしたら…、マイホーム、新車、

海外旅行に高級ブランドのバック、靴に洋服…」そんな楽しい夢を

描きながら並んでいることでしょう。 

さて、そんな夢を描いて購入した宝くじが運良く当選して３億円を

手にした場合、そのお金にはどれだけの税金がかかるのでしょう

か？答えは「０円」。つまり、宝くじの当選金には税金はかかりま

せん。しかし、当選したお金を家族にお小遣いとしてあげると、そ

の額によっては贈与税が発生します。では、「お金」がダメなら「物」

で、ということで子供に「子供名義」の車を買ってあげたとしても

贈与税はかかります。「じゃあ、生前贈与はどうなの？」というお

声も聞こえてきそうですが、生前贈与（相続時精算課税制度）を利

用した場合は、相続が発生したときに生前贈与をした分を相続財産

に加えて計算をしなければなりません。また、 

その他の諸条件もありますから、資産状況や 

今後の計画など、多くの観点から慎重に検討 

しなくてはいけません。宝くじは、当選する 

のも難しいですが、その後の対策もなかなか 

厄介なものです。３億円が当たった場合には、 

一人では悩まずにコッソリご相談くださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護スタンプ 
 
個人情報に過敏な時代。自身に
届いたダイレクトメールでも
「そのまま捨てるのはちょっ
と気になる」という方に、宛名
部分に「ポンッ」と押すだけの
『ケシポン』はいかがですか？
 

ケシポン      検索 

税理士法人早川・平会計 

〒101-0031  

東京都千代田区東神田２－１０－１５ 

電話：03-3862-2720 ＦＡＸ：03-3862-2455 

http://www.ht-tax.com 

mail：y.taira@ht-tax.com 


